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川崎市総合教育センター専門員等設置要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、川崎市教育委員会特別職非常勤職員に関する規則（昭和６３年川崎市教育委員

会規則第３号。以下「規則」という。）及び川崎市教育委員会特別職非常勤職員に関する取扱要領

（１６川教庶第１２７４号）に基づき、川崎市総合教育センター専門員（乙）及び川崎市総合教育

センター教育相談センター専門員（以下「専門員等」という。）について、必要な事項を定めるも

のとする。 
 

（職務） 
第２条 専門員等は、総合教育センターからの依頼に応じて、教育の専門的領域について次の職 

務を行う。 
(1) 総合教育センターの研究に関する指導・助言及び評価 
(2) 総合教育センターの研修に関する指導・助言及び評価 
(3) 総合教育センターにおける各学校へのカリキュラム開発支援への指導・助言 

 
（任用） 

第３条 専門員等は、教育専門各分野より総合教育センター総務室長が選考する。 
２ 総合教育センター総務室長は、前項の規定により専門員等を選考するときは、庶務課長の合議を

経て総務部長の決裁を受けなければならない。 
３ 専門員等の任期は、原則として１年以内とする。 
 

（定数） 
第４条  専門員等の定数は、次のとおりとする。 

専門員（乙）       １４名 
教育相談センター専門員   ２名 

 
（身分及び任用の更新） 

第５条 専門員等の身分は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定

する非常勤とする。 
２ 専門員等の任用の更新は、４回までとする。 
３ 前項の規定は、規則第４条第３項による更新を妨げるものではない。 
 

（退職） 
第６条 専門員等は次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職する。 
 (1) 任用期間が満了した日 
 (2) 退職を願い出て承認があった日 

(3) 死亡したとき。 
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（守秘義務） 

第７条 専門員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 
 

（勤務日数） 
第８条 専門員等は、概ね次に定める回数の指導・助言等を行う。 

専門員（乙）       月１日 
教育相談センター専門員  月２日 

 
 （報酬） 
第９条 専門員等の報酬は、次のとおりとする。 

専門員（乙）       月額１５，３００円 
教育相談センター専門員  月額２８，７００円 

２ 前項に規定する報酬の支給方法は、正規職員の例による。 
 
 （月の中途任用又は退職等の場合の第１種報酬） 
第１０条 専門員等が月の途中において任用された場合の当該月の報酬額は、勤務実績に応じて支給

するものとする。 
２ 専門員等が月の中途において退職した場合の当該月の報酬額は、勤務実績に応じて支給するもの

とする。 
 
 （公務災害等の補償） 
第１１条 専門員等の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第５０号）の定めるところによる。 
 
 （定めのない事項） 
第１２条 この要綱に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他関

係法令の定めるところによる。 
 
 （委任事項） 
第１３条 この要綱の施行について必要な事項については、その都度所属長が定める。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
  １ この要綱は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 
  １ この要綱は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 
  １ この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

１ この要綱は、平成２１年 ４月 １日から施行する。 
１ この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 
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 附 則 
  この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

 


